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スズキは、取締役会において決議した内部統制システムに関する基本方針に基づき、コンプライアンス体制やリスク管理体制の充
実に取り組んでいます。

コンプライアンス体制・リスク管理体制

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役会は、当社及び当社の連結子会社（以下「スズキグループ」）の役員及び従業員が健全に職務を遂行するための「スズキ

グループ行動指針」を制定し、その周知・徹底の状況を監督する。
②取締役会の下に、経営企画担当役員を委員長とするコーポレートガバナンス委員会を設置する。コーポレートガバナンス委員会

は、コンプライアンスの徹底に関する施策を展開し、また、関係部門との連携により組織横断的な課題への取組みを推進する。
③各本部長は、所管部門の業務分掌を明確に定めるとともに、所管業務に関連する法令等の遵守、承認・決裁手続、他部門によ

る確認手続の定めを含む業務規程・マニュアル類を整備して関係者に周知・徹底する。
④人事部門は、経営企画部門、法務部門、技術部門をはじめ関係各部門と協力して役員及び従業員に対するコンプライアンス研

修や個別の法令等の研修を継続的に実施する。
⑤スズキグループの役員や従業員が、通報をしたことにより不利益な取扱いを受けることなく法令違反等やその可能性を通報できる

内部通報窓口（スズキグループ・リスクマネジメント・ホットライン）を当社内外に設置し、未然防止や早期是正を図る。
　経営企画部門は、内部通報制度の周知に努め、利用の促進を図る。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録その他取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び社内規程に基づいて各担当部門が保管・管理し、取締

役及び監査役が必要に応じて閲覧できるようにする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①経営上の重要な事項は、審議基準に基づいて取締役会、経営会議、稟議制度等により、リスクを審議・評価したうえで意思決定

を行う。
② 各本部長は、所管業務において想定されるリスクの発生の未然防止や、発生した場合の対応手続の定めを含む業務規程・マニ

ュアル類を整備し、関係者に周知・徹底する。
③ 大規模災害の発生に備え、行動マニュアルや事業継続計画の策定や訓練を行う。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 経営上の重要な事項は、経営会議等において事前審議を行う。
② 取締役会は、執行役員及び本部長の職務執行に関する責任を明確にし、その執行を監督する。
③ 取締役会は、取締役会や経営会議等で決定した事項の執行状況について、その業務の執行責任者から適宜報告を受け、必要

な指示を行う。
④ 取締役会は、連結子会社を含む中期経営計画を策定し、各事業部門長がその計画を達成するために定める事業年度の業務計

画の進捗状況を定期的に検証する。
⑤ 社長直轄の内部監査部門は、この基本方針に基づく内部統制の整備・運用状況を定期的に監査し、その結果を取締役会に報

告する。
　取締役会は、必要に応じて執行役員や本部長等を取締役会に出席させ、内部監査や内部通報等で判明した問題についての説

明・報告を求め、是正の指示をし、その結果の報告を求める。
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５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 取締役会は、連結子会社を含む中期経営計画を策定し、各子会社の社長はその計画を達成するための事業年度の業務計画を

定める。
② 当社は、子会社管理に関する規程を定め、各子会社の管理を所管する部門を明確にし、子会社から業況の定期的な報告や規

程に定める事項の報告を受ける。また、子会社の経営に関する重要事項については事前に当社の承認を得ることとする。
③ コーポレートガバナンス委員会は、連結子会社を含むコンプライアンスの徹底やリスク管理に関する施策を子会社の社長に展開

し、関係部門との連携により必要な支援を行う。
　社長直轄の内部監査部門は、子会社の監査により「スズキグループ行動指針」の周知・徹底、コンプライアンスやリスク管理の

状況、内部通報制度の整備の状況を定期的に監査し、その結果を取締役会に報告する。
　取締役会は、必要に応じて子会社の社長等を取締役会に出席させ、内部監査や内部通報等で判明した問題についての説明・

報告を求め、是正の指示をし、その結果の報告を求める。
④ 経営企画部門は、子会社に対してスズキグループ・リスクマネジメント・ホットラインの周知を図り、子会社の役員及び従業員が法

令違反等やその可能性のある問題を当社に直接通報できるようにする。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の
取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 当社は、監査役会事務局を設置し、監査役の指揮命令の下で職務を遂行する監査役専任のスタッフを置く。
② 監査役会が指名する監査役はいつでも補助者の変更を請求することができ、取締役は、正当な理由がない限り、その請求を拒否

しない。
③ 監査役会事務局のスタッフの人事異動・処遇・懲罰等は監査役会が指名する監査役の同意を要し、人事考課は監査役会が指

名する監査役が行う。

7.監査役への報告に関する体制
① 監査役は、取締役会以外にも、経営会議その他の重要な会議や各種委員会に出席して質問をし、意見を述べることができる。
② 稟議書その他の重要書類を監査役に回覧する他、取締役会、各部門及び子会社の社長は、監査役の要請に応じて必要な情報

を提出し、事業や業務の状況を報告する。
③ 取締役は、スズキグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
④ 社長直轄の内部監査部門は、監査の結果を監査役会に報告する。
⑤ スズキグループ・リスクマネジメント・ホットラインの窓口の一つを監査役とする。また、監査役以外の内部通報窓口への通報状況

を監査役に定期的に報告する。
⑥ 当社は、監査役に報告をした者に不利益な取扱いをせず、子会社に対してもこれを求める。

８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い、償還の手続その他職務の執行について生ずる費用や債務の
処理に関する事項

当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。また、監査役がその職務の
執行について費用の前払い等の請求をしたときは、速やかにこれを処理する。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、当社の費用負担において、必要に応じて弁護士等の外部専門家から助言等を受けることができる。
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［行動指針・内部通報制度］
スズキは、２０１６年４月に、スズキ行動憲章や行動基準等を見直し、新たな行動指針として、スズキ及びスズキの連結子会社（以下

「スズキグループ」）の役員及び従業員が健全に職務を遂行するための「スズキグループ行動指針」を制定しました。
この行動指針をスズキグループ各社に普及・定着させるために、携帯用冊子の配布や社内ホームページへの掲載、社員研修等

を実施しています。
また、スズキグループのコンプライアンス体制及びリスク管理体制を強化する一環で、法令やスズキグループ行動指針に反する

行為又はその疑い等の不適切な状況をスズキ本社で早期に把握し、適切な対策を講じることができるよう、従来の相談窓口制度に
代えて、スズキグループの役員及び社員からの通報をスズキ本社、スズキの監査役及びスズキが指定する外部弁護士が受け付ける

「スズキグループ・リスクマネジメント・ホットライン」を設置いたしました。

＜ご参考‐スズキグループ行動指針（抜粋）＞

（1）価値ある製品・サービスの実現 スズキグループは、社是の第一に掲げる「消費者の立場になって価値ある製品を作ろう」の
精神に則り、お客様の期待を超える製品とサービスを提供します。

（2）品質への取組み

スズキグループは、お客様の安全・安心を最優先に考え、高品質でお客様に安心して使っ
ていただける製品の開発・生産を行い、そのアフターサービスを提供します。
スズキグループは、万が一品質に関わる問題が発生した場合においても、お客様の声に真
摯に対応し、問題を早期に把握して、徹底的な原因究明に基づく措置を講じ、お客様が引
き続き安心して製品をお使いいただけるように全力を尽くします。

（3）人権の尊重 スズキグループは、各国・各地域の法令を踏まえ、人権に関する様々な国際規範を理解し、
基本的人権を尊重します。

（4）労働安全・交通安全 スズキグループは、職場環境を整備し、安全な職場づくりに努めます。
スズキグループは、労働災害を発生させないための安全教育を徹底します。

（5）改善活動の推進と
仕事の基本ルール遵守

スズキグループは、社員による職場改善のための創意工夫を奨励します。
社員からの改善提案は、評価して有効なものは採択し、横展開してグループ全体の発展に
繋げます。
スズキグループは、仕事の基本ルールを策定し、社員に徹底します。

（6）法令等の遵守
（コンプライアンス）

スズキグループは、独占禁止法等の競争関係法令、その他公正な商取引に関する法令、
社会規範が国や地域によって異なる可能性があることを認識しつつ、それらを把握した上
で、スズキグループの社員がそれぞれの国や地域の法令、社会規範を遵守するよう教育を
徹底します。

（7）環境活動
スズキグループは、「スズキ地球環境憲章」（http://www.suzuki.co.jp/about/csr/） に則り、美し
い地球と豊かな社会を次の世代に引き継いでいくために、一人ひとりの行動が地球の未来
を左右する大きな力を持つことを自覚し、地球環境保全に取り組みます。

（8）反社会的勢力との関係の遮断 スズキグループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関
係は一切遮断することを徹底します。
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スズキが取り扱っているあらゆる個人情報（お客様、お取引先様、株主・投資家の皆様、従業員等に関する情報）は、それぞれの個人
からお預かりしている重要かつ貴重な財産であり、これを慎重かつ適切に取り扱うことは法律上の義務であると同時に、スズキの社会
的責務であるという深い認識のもと、スズキでも2005年4月、個人情報を適正に取り扱うための基本事項を定める「スズキ個人情報
保護規程」を策定しました。

この規程を周知徹底するために、スズキでは従業員研修、各部門ごとの「個人情報取り扱いマニュアル（取り扱い台帳を含む）」の
作成、専用社内ホームページによる留意すべき点の掲載、事務局による各部門からの具体的対応等についての照会受付等を実施し
ており、これらの取り組みを通じて全従業員の意識の浸透と適正な個人情報の取り扱いの徹底を図っています。

また、販売代理店に対しては、スズキは、規程やマニュアル類及び全従業員向け「個人情報保護ハンドブック」の案内・配布、関係
部門による各社からの具体的対応等についての照会受付等を実施しています。さらに、各販売代理店においても随時、従業員研修を
開催する等、個人情報保護の徹底に取り組んでいます。今後も、スズキグループ会社を含め、個人情報保護体制の継続的な見直し、
改善を図っていきます。

スズキにおける個人情報の取り扱いの詳細については、次のホームページに掲載しています。あわせてご覧ください。
（http://www.suzuki.co.jp/privacy_statement/index.html）
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災害対策  

地震や津波に対する地域住民への取り組み  

地震や津波に対する社員への取り組み  

当社グループは従来より南海トラフ巨大地震を想定した様々な予防策を講じてきましたが、東日本大震災の発生を受け、津波被害
が想定される静岡県磐田市竜洋地区拠点の浜松市北部の都田地区への移転、二輪車のテストコースを静岡県浜松市天竜区の青
谷地区に新設する方針の決定、相良工場に集中していた軽自動車用エンジン生産の湖西工場への分散、四輪車開発拠点である相
良テストコースのリスク分散も兼ねてインドの研究施設の拡充など、海外も含めた生産・研究拠点の分散を実施しています。引き続き、
災害に対する対応力を高めてまいります。

スズキは、南海トラフ巨大地震など自然災害の発生に備えて、「従業員の命を守ること」「お客様のために早く復旧すること」を最優
先に考え、被害の影響を最小限に抑えるべく、建物・設備等の耐震対策、防火対策、災害対策組織の設置を含む行動マニュアル・事
業継続計画（ＢＣＰ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ）の策定、地震保険への加入等、様々な対策を講じています。

スズキは災害発生時、施設の一部を地域住民の方々の緊急避難場所として登録しています。地震が起きたときは、本社屋上に監視
員を配置し、津波の発生状況を確認し、津波を発見した場合にサイレンを発報して周辺の住民の方々に知らせる仕組みを作っています。
本社屋上に手動と電動のサイレンを設置し、電動サイレンは停電時に備え、専用の発電機でも発報できるようになっています。

地震や津波被害から従業員の命を守ることを最優先に考え、それぞれの事業所において、避難場所・避難ルートの見直しを行いまし
た。緊急地震速報を、静岡・愛知の全ての事業所へ導入し、全従業員が水の来ないところへ安全に避難できる体制を整えました。災
害発生時の緊急連絡手段として、各工場や全国の代理店に衛星電話を設置し、速やかに社員の安否確認を行える体制をとっていま
す。毎月、定期的に衛星電話の訓練を行い、非常時に備えています。

また、消防署OBによる救護法訓練を全ての事業所で完了し、更に継続して反復訓練を毎週２回定期的に実施しています。大規模
災害時に自分達で止血や怪我の手当て、担架搬送、ＡＥＤを使った心肺蘇生法などが出来るように取り組んでいます。

更に、勤務時間外の安否確認の方法として地震・津波災害発生時の「安否情報システム」を導入しています。社員・家族の安否を
確認できるよう、各社員が登録したメールアドレスに、“安否を問合せるメール”が自動送信され、メールを受け取った社員は、自らの安否
状況を返信するシステムとなっています。

津波避難訓練 救護法訓練

スズキの災害対策
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災害発生時に備え、本社および各工場では全従業員参加の地震防災訓練を実施しています。工場では職場の誰でも初期消火活
動が出来ることを目標に、消火器、消火栓を使用した消火訓練を実施しています。

また、自衛消防隊による自主防災活動の推進として、消防自動車放水訓練や小型可搬ポンプ放水訓練などを行っています。なかで
も、本社構内、湖西工場、磐田工場、大須賀工場、豊川工場では地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、特に優良と認
める事業所として、それぞれ浜松市、湖西市、磐田市、掛川市、豊川市から消防団協力事業所に認定されています。

工場における災害に対する取り組み  

浜松市沿岸域の防潮堤建設に寄付  
スズキは、地震による津波対策として防潮堤の整備を進めるために、浜松市が創設した「浜松市津波対策事業募金」に2015年3

月期までに総額５億円の寄付を行いました。
スズキの協力会社でつくるスズキ協力協同組合も、総額3906万円を５年間で寄付することとしました。
近隣の８市町に対しても、地震や津波等の災害対策として2016年3月期までに総額2億3千万円の寄付を行いました。
また、災害時には津波避難基地や緊急救援ヘリポート機能などを併せ持つスポーツ施設の建設に協力するために、「浜松市スポー

ツ施設整備基金」にも2015年3月期までに総額5億円の寄付を行いました。
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